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１．日  時  平成２７年９月８日（火）午後１４時００分開議 

 

２．場  所  宇土市教育委員会２階会議室 

 

３．出席委員  伊豫富久委員長   岩村俊明委員長職務代理者   木村峰子委員 

長尾 忠委員    浦川 司教育長 

 

４．欠席委員  なし 

 

５．職務のために出席した者 

        教育部長 前田 保幸      

指導主事 前田 一孝      技術総括 堀川 聡 

生涯学習課長 山本 保廣     文化課長 木下 洋介  

スポーツ振興課長 長溝 常義  給食センター所長 西岡 昇 

総務係長 渡辺 勇一 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議事日程 

  １ 会議録署名委員の指名 

   ２ 会期の決定 

   ３ 議案第５９号 宇土市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則を定

めることについて  

   ４ 議案第６０号 宇土市教育委員会外部評価委員の委嘱について  

   ５ 議案第６１号 平成２７年度学校医の委嘱について  

   ６ 議案第６２号 宇土市地域コミュニィセンター条例施行規則の一部を改正する

規則について  

   ７ 議案第６３号 宇土市歴史的資料保存活用事業運営委員会委員の委嘱について 

   ８ 議案第６４号 平成２７年度宇土市一般会計等補正予算（９月）について  

   ９ 議案第６５号 専決処分の報告及び承認を求めることについて  

            平成２７年度宇土市教育支援委員会答申について  

  １０ 議案第６６号 平成２７年度第一回教育支援委員会にかかる就学答申について 

       

報告事項  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

伊豫委員長      平成２７年９月教育委員会定例会会議を開会いたします。 

      本日は，５人の委員全員が出席でありますので，この会議は成立

いたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第１ 



伊豫委員長      本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

会議録署名委員に岩村委員・浦川教育長を指名いたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第２ 

伊豫委員長      本日の９月教育委員会定例会の会期を１日とします。 

御異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊豫委員長      異議ないものと認めます。 

           本日の議案は８件となっておりますが，案第６５号・６６号につ

きましては個人情報等に係る事となりますので，日のみ審議と致

しますが，異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

意義ないものと認めます。 

では，案第６５号・６６号につきましては後ほど，係者のみで審

議を行いたいと思います。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議案第５９号 宇土市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則を定めることに 

       ついて  

 

佐美三課長      宇土市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則を次の

通り定める。平成２７年９月８日 宇土市教育長 浦川司 

           宇土市教育委員会を教育長の職務代理者の事務を委任する規則と

いうことで，新しく１０月から総合教育会議の方に移行していく

わけですが，教育長の職務代理者ということで，事務についての

委員についてお計らいするものでございます。現在，教育長の職

務代理者は教育部長，教育委員長の職務代理者は岩村委員となっ

ております。今回の人事につきましては，第１条の２行目に記載

があります「教育長の職務代理者たる委員が行う職務を教育委員

会事務局職員に委任すること等に関し，必要な事項を定めるもの

とする」となっております。新教育長の元で職務代理者に委員の

中からなっていただいて、職務を事務方に委任できるということ

になります。第２条に「職務代理者は宇土市教育委員会教育長に

対する事務委任規則の規定に基づき教育長に委任された事務の範

囲において，事務局職員に事務を委任することができる」という

ことで，順序は第３条に次のとおりとする。一番は教育部長です，

次に学校教育課長となります。提案理由を申し上げます。教育長

の職務代理者が行う職務を事務局職員に委任するため，規則を制

定する。これが，議案を提出する理由であります。 



質疑 

伊豫委員       質疑はありませんか。岩村委員は特にありませんか。 

       議案の通りに採択致します。 

≪採択≫ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議案第６０号 宇土市教育委員会外部評価委員の委嘱について  

 

佐美三課長      宇土市教育委員会外部評価委員の委嘱について 

           地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第２項の規定

に基づき，次の者を宇土市教育委員会外部評価委員に委嘱したい

ので委員会の同意を求める。 

平成２７年９月８日提出 宇土市教育長 浦川司 

今回案としまして，ご覧の方々を評価委員としてお願いするもの

でございます。経緯省略でお名前だけをお知らせ致します。 

田口剛，松本幹夫，伊勢聰，中村洋子，間一雄，以上。委嘱期間

は委嘱の日から平成２９年３月３１日となります。 

提案理由と致しまして，地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２７条第２項の規定に基づき，教育委員会が，その権限に属

する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うにあたり，

教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図る必要がある。

これが，この提案を提出する理由である。 

 

質疑 

伊豫委員       質疑はありませんか。 

岩村委員       これまでに評価委員を務められていた方はいらっしゃいますか。 

佐美三課長      この中で継続される方は田口剛様、伊勢聰様が公募で昨年度委員

になられました。今回の公募委員では間一雄様で，網田小の放課

後子ども教室を行ってされているということで、今回委員になっ

て頂きました。 

伊豫委員       検討をされて人選されていると思いますが，地域性等は入ってい

るのですか。網田・網津と西の方が多いように思われますが。 

佐美三課長      公募委員については手を挙げられました。後はＰＴＡからの選出

となります。間様は７５歳になられます。 

木村委員       女性は一人ですか。 

佐美三課長      女性は一人になります。女性代表としてＰＴＡにお願いしました。 

伊豫委員       網津小からですね。昨年度，説明を受けても分からないとの声を

聴いておりますので，委員会の時には説明をお願いいたします。

議案の通りに採択致します。 



≪採択≫ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議案第６１号 平成２７年度学校医の委嘱について 

 

佐美三課長      平成２７年度学校医の委嘱について 

学校保健安全法第２３条の規定により，次の者を宇土市立小学校

医に委嘱したいので，委員会の同意を求める。 

薬剤師氏名 久木山厚子，事業所名 宇土市立花園小学校，  

委嘱期間 平成２７年７月１日から平成２８年３月３１日まで 

平成２７年９月８日提出 宇土市教育長 浦川司 

提案理由，学校医の退職により，新たに委嘱する必要がある。こ

れが，この議案を提出する理由である。 

 

質疑 

伊豫委員       質疑はありませんか。 

○○○        薬剤師ですか。学校医となってますが薬剤師でいいんですか。 

佐美三課長      学校医の中で，薬剤師という捉え方をしている。 

○○○        どこか他の学校もされているのでしょうか。 

佐美三課長      その点は不明です。医師会からの推薦を頂いています。 

伊豫委員       議案の通りに採択致します。 

≪採択≫ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議案第６２号 宇土市地域コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則につ 

いて 

 

山本課長       宇土市地域コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する

規則を次のとおり定める。 

平成２７年９月８日提出 宇土市教育長 浦川司 

           宇土市地域コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する

規則 

           宇土市地域コミュニティセンター条例施行規則の一部を次のよう

に改正する。 

           第８条に次の１項を加える。 

           ２ 前項の規定にかかわらず，社会教育関係団体等のうち宇土市

の主催する事業に特に寄与してきたものと認められるものについ

ては，冷暖房設備に係る使用料以外の使用料の全額を免除するほ

か，冷暖房設備に係る使用料の一部を免除することができる。 

           附則，この規則は，公布の日から施行する。 



           提案理由，冷暖房設備に係る使用料の一部を免除するため，規則

を改正する。これが，この議案を提出する理由である。 

           今まで，冷暖房設備以外の施設の使用料は全額免除しておりまし

たが，今回の改正により，冷暖房設備使用料の一部の減額を行う

ことです。 

○○○        改正条例・規則案関係資料を見て頂けるとお分かりになるかと思

います。２頁の下線分を追加しております。 

 

質疑 

伊豫委員       質疑はありませんか。 

○○○        使用料の一部減額とは 

山本課長       全額ではありません。現在，３０分５００円を頂いております。

それを９０分５００円になります。あくまでも，お金を頂くと言

うことになります。公民館は，１時間３００円で，２時間６００

円と若干高くなります。コインタイマー等の関係で。 

伊豫委員       議案の通りに採択致します。 

≪採択≫ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議案第６３号 宇土市歴史的資料保存活用事業運営委員会委員の委嘱について 

 

木下課長       議案第６３号 宇土市歴史的資料保存活用事業運営委員会委員の

委嘱について 

           宇土市歴史的資料保存活用事業運営委員会設置条例第３条の規定

により，次の者を宇土市歴史的資料保存活用事業運営委員会委員

に委嘱したいので，委員会の同意を求める。 

           平成２７年９月８日提出 宇土市教育長 浦川司 

           氏名 辻誠也，勤務先・役職 宇土市歴史懇話会会長・宇土市文

化財保護審議会委員，任期 平成２７年１０月１日～平成２９年

３月３１日 

           提案理由 委員の欠員に伴い，委員を委嘱する必要がある。これ

が，この議案を提出する理由である。 

           条例では８名以内となっております。４月現在６名の委嘱をお願

いしております。平成２６年末に公募しましたが，応募がなかっ

た。５月に委員会をおこなった際，１名追加したほうがいいとの

ことでしたので，提案致します。 

質疑 

伊豫委員       質疑はありませんか。 

岩村委員       辻先生は宇土市の歴史的等，地域について詳しい方だと思われま



すが。 

木下課長       今年度になりまして，月に２回相談の日があり、小紋状を解読し

て頂いたり，調べ方を教えて頂いたりしております。今日も来ら

れております。 

伊豫委員       議案の通りに採択致します。 

≪採択≫ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議案第６４号 平成２７年度宇土市一般会計等補正予算（９月）について 

 

佐美三課長      議案第６４号 平成２７年度宇土市一般会計等補正予算（９月）

について 

           宇土市教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条の規定によ

り，補正予算について委員会の意見を求める。 

           平成２７年９月８日提出 宇土市教育長 浦川司 

           提案理由 教育予算その他の議会の議決を経るべき議案について

の意見の申出に関する案件のため。これが，この議案を提出する

理由である。 

           平成２７年 第３回市議会提出補正予算説明書 ７頁から内容に

ついて申し上げます。歳入になります。５月１４日付けで宇土東

小学校が，「生きる」力を育む研究指定校として指定された為，

５万円を収入するものでございます。８頁から歳出になります。 

           三角（▲）の表示がついているものについては，減額するという

ことになります。２７年度の当初予算が出来た後，２６年度３月

に経済対策の補正予算で可決しております。地域活性化・地域住

民生活緊急支援交付金が国からとれましたので，追加で３月議会

に提案したもので，元々あった予算とダブル計上になったもので

ございます。一般財源で計上したものが三角（▲）で落とすこと

になっております。 

           ７３万２千円と計上しております分，日本語指導講師派遣業務委

託とありますが、パキスタンから入国した義務教育対象者を宇土

小学校２名，鶴城中学校１名，日本の学校で学ばせたいとの要望

がありました。国の規定によりますと，外国人の就学義務は無い

が，国際規約で就学の要望があれば受け入れてよいとなっており

ますので，ＮＰＯ法人子ども支援ネット熊本から英語の先生を派

遣して頂いて，日本語指導を実施して頂いております。 

           また，同頁の９４万８千円と計上しております，特別支援教育指

導員報酬ですが，小学校になります。 

           次に１０頁に１７０万６千円と計上しております，保護者のため



の療育支援事業ですが、中学校になります。また，同頁の６０万

９千円と計上しております，保護者のための療育支援事業は，幼

稚園になります。小・中・幼は２７年度の地域活性化・地域住民

生活緊急支援交付金の上乗せ分があるということであらたに計上

しております。 

堀川技術総括     １１頁をご覧ください。こちらは歳入になります。小学校・中学

校の体育館，屋内運動場の吊り天井等の落下防止対策工事に伴う

学校改善交付金事業となります。これは平成２７年度中に工事を

着工しなければ国の復興特別会計の補助金を受けられないとのこ

とで，本年度に行うものです。来年のエアコン設置を予定してお

りますが、先駆けて行うものです。国からの補助金が全体の事業

では１／３となります、残りの２／３の８０％が交付税として返

ってきますので、実質全体の８５％が補助金という事業になりま

す。１２頁をご覧ください。次は歳出になります。今、申し上げ

ました事業の委託料・工事請負費・事業費になります。網津小学

校，網田小学校，走潟小学校，網田中学校，住吉中学校の体育館

天井になります。２７年度中には完成しませんので，来年度まで

事業を繰り越して行いますので，次の頁に繰越明許費設定調書を

おこなっております。 

佐美三課長      １４頁をご覧ください。補正予算で特別会計になります。寄付の

申し出が２万円ありまして，歳入に計上しております。次の頁に

奨学基金積立金にて２万円を歳出しております。 

長溝課長       スポーツ振興課からは１件で歳出です。農業者運動広場施設管理

経費の工事請負費で７２万４千円。緑川地区グラウンド排水状況

の改善のためＵ字溝敷設工事でございます。 

質疑 

伊豫委員長      質疑はありませんか。 

○○○        体育館天井修理するとの事ですが，体育館を使用する時間帯は学

校と調整の上行われるのでしょうか。 

堀川技術総括     はい。基本的には夏休みを利用しました。法的にいいますと，２

００平米を超える天井・床面積が特定天井といいまして、現在の

耐震基準にはあっていないとの事で，補強して落ちてこないよう

にするか，天井を撤去して天井を張り替えるか，塗装や材料にて

補強を行うかなど，いずれかを選んで工事をしないといけません。

工事の金額が記載してありますが，あくまでも概算です。設計を

してみないと分からない状況です。例えば鶴城中学校と緑川小学

校は天井がありません，直に屋根があって梁があるので，今回の

工事は関係ありません。 



○○○        ２７年度中に着工するわけですよね。夏休みまでとは。 

堀川技術総括     ２７年度中に契約をして，夏休みまではしばらくの間は準備期間，

工事を中止しておかないと，施工業者さんに迷惑をかけることに

なります。その点は今からの検討事項です。 

○○○        この大まかな金額というのは見積金額も入っているのでしょうか。 

堀川技術総括     工事費と設計委託料になります。 

伊豫委員       それは２７年度中に始めないといけないということですよね。 

堀川技術総括     はい。１０月くらいに補助金の内示が来ますので，それから補助    

金交付申請をします。それからすぐ設計に入ります。出来れば年

内に設計が終わればいいのですが，来年の１月か２月になります

ので、それから発注しても３月には終わらないということで，繰

越明許費設定をおこなっております。 

伊豫委員       議案の通りに採択致します。 

≪採択≫ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

伊豫委員長     報告をお願いします。 

浦川教育長     学校訪問は私たちも学校を知るいい機会でもありますし，学校側に

とっても外部からいろんなご指導があるということで，いい方向に

捉えてですね，見直しのいい機会なるといいかと思います。小学校

の運動部活動を段階的に社会体育に移行ということで，先日第二回

目の検討委員会が行われました。資料は後でお見せいたします。特

に第二回目の会議は現況の報告と宇土スポーツの現況報告と受けて，

今後の第三回目から方向性を明らかにしていきたいと思います。特

別の教科，道徳についての取組ということで，教育長会の中でも，

所長の方から，熊本は全国に先駆けて道徳教育は熊本からという取

組をさせています。道徳の副読本として，全国に誇れる「熊本のこ

ころ」本があります。議会については部長さんから報告があります。

地蔵祭りは９万人の人出があったと聞いております。また，大きな

トラブルもなかったと聞いております。その他，全国学力学習状況

調査の結果が出てきております。分析をして，次回の教育委員会で

報告したいと思います。熊本は中位の成績でした。理科は小中学校

全国平均を上回っております。国語は課題があると思います。学校

では，今後の授業作り・学力充実の参考資料として頂き，学校間の

競争を争うようなことのないよう，基本的に公表はしない。それか

ら，不登校対策について，日本教育新聞には小学生の不登校率が増

えていると記事が載っていました。さらに，中学生も増えるという

ことで，どういう要因で不登校につながっているのか分析を行って



いきます。それから，教職員の交通事故が多いということで，安全

に十分注意して欲しいと思います。 

前田部長      一般質問についての質問は記載してある通りです。１５日文教厚生

○○委員会があります。これにつきましては予算関係になります。

それと台風１５号関係の予算関係になります。 

          それでは，一般質問の内容についてご説明致します。４名の議員よ

り教育関係の質問を受けております。 

①  小中学校のトイレの使用状況，トイレの和洋の内訳，床のドライ

○○，トイレの和式から洋式への移行状況，大規模校のトイレ数

の認識・見解を聞きたい。ということで，平井議員より質問が出

ております。 

②  障害者の生活環境についてということで，内容について市民クラ

ス以上のＩＣＰツールについての活用状況ということで，野口議

員から出ております。 

③  学校の道徳教育，英語教育。奨学金の効果的流用について。とい

うことで，中口議員から出ております。 

④  小中学校の教職員の勤務状況についてということで，勤務実態・

超時間勤務の現状と対策ということで，平井議員より質問が出て

おります。教育委員会から常駐している議案は先程説明致しまし

た，各課の補正予算，それから，台風の先決処分した内容を今度

の委員会で説明する段取りとなります。 

次に，台風１５号による教育関連の被害額は８７３万７千円の被

害状況です。生涯学習２３万５千円，文化課３８１万８千円，ス

ポーツ振興課４６４万円，計１，７４３万円の被害となっており

ます。この被害状況の算出・議案と致しましては次回定例会にて

報告したいと思います。この後、台風１５号関連を各課長より報

告頂きます。           

佐美三課長      はい。学校教育課はありません。台風１５号関連は施設係の堀川

技術総括より報告いただきます。 

前田指導主事     教育長から説明がありました，全国学力学習状況調査は今月末に

総括がありますので，それを受けまして，次回の教育委員会で報

告致します。宇土市の小学校はすべてにおいて平均を上回ってお

ります。ところが，中学校はすべてにおいて平均を若干下回って

おります。不登校・問題行動の関係は，不登校については先月と

変わっておりません。不登校傾向は小学校が２名，中学校９名，

計１１名。３０日以上の不登校，小学校１名，中学校１６名，計

１７名。昨年度の同じ時期より２名増となっております。宇城全

体としても増加傾向になっております。それと問題行動ですけれ



ども，深夜徘徊２名。地蔵祭りの二日目，午前４時に補導され，

保護者に連絡し帰宅。喫煙補導が３名。 

堀川技術総括     学校教育課から，災害報告です。資料をご覧ください。 

           幼稚園は樹木が主ですが，花園幼稚園のプール横，渡り廊下の電

燈が破損。小学校では，走潟小学校の職員室のエアコンが故障。

これは，屋上に室外機があったため故障したと思われます。中学

校では，住吉中学校の入り口を枝や葉っぱで覆われ，登れなかっ

た。合計８７３万です。 

山本課長       生涯学習課からです。次の頁をご覧ください。 

全て公民館になります。中央公民館が屋根瓦の飛散等で３万円。

中央公民館分館の一番高い所の屋根が飛散で１０万円。轟公民館

が雨戸井破損で，２４，８５９円。走潟公民館の屋根のトタン捲

れで，６６，８２２円。緑川公民館が電線引き込み線の断線で，

１２，９６０円。合計２３４，６４１円の被害となっております。 

倒木の被害はありません。 

文化課        ９月３日の童話発表会はありがとうございました。 

台風被害は倒木処理が多く，国指定・県指定・市指定の古墳や城

跡の倒木修理。説明板と轟水源にあります防災水道が倒木により

破損。市指定の天然記念物，○○神社の銀杏の枝が折れまして，

鳥居や御堂の屋根の一部が破損。門内町にあります武家屋敷，門

の屋根の一部が風で飛ばされる。市民会館の街灯が１本，電球の

部分が破損。以上，総額３８１万８千円の被害となっております。 

スポーツ振興課    被害箇所が宇土市全体の各地区のトレーニングセンター，各地区

の運動広場，武道館，運動公園，立岡のスポーツセンター，被害

状況は倒木と枝折れ処分委託料，２９０万円。バックネット破損，

フェンスの損壊，窓ガラスの割れ，１７４万円となっております。

合計４６４万円を計上提出しております。以上です。 

給食センター     特にありません。 

 

伊豫委員長      以上，各部署から報告いただきましたが，ご質問はありませんか。 

   ≪質問なし≫ 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

伊豫委員長      １０月の行事予定をお願いします。 

 

佐美三課長      １０月の行事予定表の業務連絡。      

堀川技術総括     １０月の行事予定表の業務連絡。月間の予定といたしまして，下



記の通りです。平成２８年度交付金事業採択に向けての事業費確定

業務実施中。平成２７年度非構造部材耐震化事業補助金申請事務実

施中。武道館天井耐震改修調査設計実務実施中。台風１５号災害復

旧業務施行中。以上です。 

山本課長      生涯学習からは主な行事をご連絡致します。 

          １日７時から早朝あいさつ運動です。８日九州ブロックの社会教育

研究大会が大分市で開催されます。９日夕方に夕刻あいさつ運動を

実施します。１７・１８日は第４４回県の人権教育研究大会が阿蘇

市の方で行われます。２７日人権教育フォーラムin宇城が小川町の

方で行われます。 

          中央公民館ですが，７日宇城広連の担当者会議。１７日授業リフォ

ーム。２７日中央高齢者大学。３１日公民館子ども祭り。以上です。 

文化課       １０日から３日間，網田焼の里資料館秋祭りを開催致します。          

          図書館ですが，３日，県の童話発表会になります。 

スポーツ振興課   １４日ジュニアサッカー大会の抽選会を市民体育館にて行います。          

給食センター    花園小・宇土小・宇土東小の社会見学があります。 

          インターネットで毎日の給食を配信しておりますので，ご覧くださ

い。 

浦川教育長     １４．１５．１６日九州宇土市教育長会。 

伊豫委員長     以上，行事報告いただきましたが，ご質問はありませんか。 

岩村委員      宇土幼稚園，花園幼稚園の運動会，緑川小学校，走潟小学校の運動

会がありますが，出席の予定をよろしくお願い致します。 

佐美三課長     ９月２７日の運動会，緑川小学校は岩村委員出席。 

伊豫委員長     走潟小学校は後日，決定予定。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

伊豫委員長      

次回の定例議会は，１０月７日午前１０時から教育委員会事務所に

て行います。議案第６５号，議案第６６号は秘密会となります。 

本日の日程は全て終了しましたので，平成２７年９月の定例教育委

員会員会を閉会します。 

― 閉会 ― 

（午後３時１５分） 

議事録署名 

         長尾委員 

 

浦川教育長 


